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清
代
嘉
慶
・

道
光
期
の
ア

ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て

井

上

裕

正

は

じ

め

に

一

査
禁
鴻
片
煩
章
程
の
制
定

二

葉

恒

樹

事

件

三
包
世
臣
と
程
合
章
の
ア
ヘ
ン
論
議

小

結
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t主

じ

め

中
園
近
代
史
の
起
黙
と
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア
ヘ

ン
問
題
の
解
明
が
不
可
絞
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の

研
究
は
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
の
ア
ヘ
ン
論
議
に
集
中
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
り
、
そ
の
前
後
を
も
覗
野
に
い
れ
た
問
題
の
全
世
的
把
握
は
必
ず
し
も

行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
筆
者
は
さ
き
に
ア
ヘ
ン
問
題
に
闘
す
る
論
考
を
護
表
し
た
が
、
小
稿
も
か
か
る
問
題
意
識
に
基
づ

く
ア
ヘ
ン
問
題
研
究
の

一
部
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
問
題
は
多
く
の
顔
を
も
っ
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
多
岐
に
亙
る
が
、
蔑
さ
れ
た
史
料
上
の

制
約
も
あ
る
の
で
、
小
稿
で
は
ま
ず
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
を
解
明
し
、
つ
い
で
、
先
騒
的
に
行
な
わ
れ
た
ア

ヘン
論
議
に
も
言
及
し
た
い
。
そ

の
他
、
ア
ヘ
ン
貿
易
な
ど
に
つ
い
て
は
必
要
最
小
限
の
言
及
に
止
め
た
こ
と
を
諜
め
お
断
り
し
て
お
く
。
ま
た
、
封
象
と
す
る
時
期
は
前
稿
を



受
け
て
嘉
慶
後
期
と
道
光
前
期
、
西
暦
で
十
九
世
紀
の
一

O
か
ら
二

0
年
代
で
あ
る
。

査
結
問
鴻
片
煙
章
程
の
制
定

嘉
慶
前
期
、
清
朝
は
ア
ヘ
ン
問
題
を
贋
東
、
一
踊
建
二
省
に
お
け
る
風
俗
上
の
小
さ
な
問
題
と
認
識
し
、
嘗
時
唯

一
の
開
港
場
贋
州

一
帯
で
ア

ヘ
ン
の
流
入
を
防
止
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
外
禁
」
政
策
で
こ
の
問
題
に
割
腹
し
た
。
そ
の
結
果
、
嘉
慶
四
、
十
二
、
十
四
の
各
年
に
ア

ヘ

ン
貿
易
に
劃
す
る
禁
令
が
褒
せ
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
前
稿
で
詳
述
し
た
と
う
り
で
あ
引
。

さ
て
嘉
慶
後
期
に
入
る
と
、
ア
ヘ
ン
問
題
が
既
に
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
に
、

つ
ま
り
小
さ
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
清
朝
は
気
附
き
、
嘉

q
u
 

慶
十
八
三
八
二
三
年
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
に
劃
す
る
刑
罰
を
は
じ
め
て
明
定
す
る
と
い
う

「
内
禁
」
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は

A
性

「外
禁
」
併
用
時
代
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

既
に
研
究
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
と
に
か
く
、
こ
こ
に
「
内
禁
」

し
か
し
、

「
内
禁
」
が
併
用
さ
れ
た
と
は
い
え
、
清
朝
の
ア
ヘ

ン
政
策
は
基
本
的
に
は
や
は
り
「
外
禁
」
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、

嘉
慶
十

九
年
の
上
誌
に
、

nv 
p
D
 

其
の
来
源
を
杜
ぐ
は
、
之
を
内
地
で
紛
紛
と
査
寧
す
る
に
較
べ
、
買
に
事
竿
ば
に
し
て
功
倍
す
と
魚
す
。

と
あ
る
。

要
す
る
に
、

ア
ヘ
ン
政
策
史
上
か
ら
観
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

嘉
慶
後
期
と
道
光
前
期
は
「
内
禁
」

ま
た
、
同
じ
く
併
用
時
代
で
あ
る
が
、

「
外
禁
」
併
用
と
い
う
貼
で
嘉
慶
前
期

「
外
禁
」

重
視
と
い
う
黙
で
「
内
禁」

重
視
の
道
光
中
期
と
も
劃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

嘉
慶
十
五
年
、
十
六
年
、
前
掲
の
十
九
年
と
上
識
は
し
ば
し
ば

「外
禁
」
政
策
の
闘
行
を
命
じ
向
。
ま
た
嘉
慶
十
九
三
八
一
四
)
年
以
来
、

清
朝
の
劃
外
関
係
は
次
第
に
緊
張
の
度
を
高
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
嘉
慶
二
十
年
に
「
査
禁
鶏
片
煙
章
程
」
(
以
下

「
章
程
」

と
略
記
す
る
〉
が
制
定
さ
れ
る
。
次
に
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
「
章
程
」
制
定
に
至
る
経
緯
を
ま
ず
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
章
程
」
は
嘉
慶
二
十
(
一
八
一
五
)
年
に
マ
カ
オ
で
お
き
た
ア

へン

に
関
す
る
一

事
件

〈以
下
「
マ

カ
オ
事
件
」
と
候
稽
す
る
)
を
直
接
の
契
機

と
劃
さ
れ
、
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と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

マ
カ
オ
事
件
を
俸
え
る
史
料
は
殆
ど
が
外
園
側
、

具
鐙
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
曾
社
(
以
下
「
東
イ
ン
ド
曾
祉
」
と

略
構
す
る
)
の
記
銀
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
で
は
、
清
朝
側
の
史
料
は
た
だ
一
貼
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

東
イ
ン
ド
舎
祉
の
記
録
に
主
に

依
媛
し
な
が
ら
マ
カ
オ
事
件
の
全
貌
を
可
能
な
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

首
時
外
園
側
に
流
布
し
て
い
た
情
報
に
よ
れ
ば
、

か
つ
て
海
賊
の
首
領
で
そ
の
頃
ア
モ
イ
近
海
の
水
師
長
官
で
あ
っ
た
ア
ポ
ツ
(
〉
吉
区
〉

が
マ
カ
オ
の
ア
ヘ
ン
業
者
を
告
裂
し
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
事
件
の
護
端
で
あ
っ
た
。
以
前
の
経
験
か
ら
か
れ
は
ア
ヘ
ン
貿
易
の
質
態
に
精
通
し

マ
カ
オ
に
お
け
る
ア
ヘ
ン

元
締
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ポ
ツ
情
報
は
闘
漸
総
督
か
ら
南
康
総
督
へ
俸
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

右
の
外
園
側
情
報
が
云
う
ア
ポ
ツ
と
は
張
保
(
仔
〉
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
張
保
は
嘉
慶
十
四
J
五
年
、

贋
東
沿
海
を
荒
し
回

っ
た
海
賊
の

首
領
で
、
十
五
年
二
月
に
雨
贋
紹
督
百
齢
に
投
降
し
た
。
そ
の
後
か
れ
は
水
師
に
職
を
輿
え
ら
れ
、
マ
カ
オ
事
件
の
五
年
後
、

嘉
慶
二
十
五
年

品川マ

二
月
一
レ
十
七
日
の
時
黙
で
福
建
省
膨
湖
協
水
師
の
副
絡
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
因
み
に
、
か
れ
は
ア
ヘ
ン
吸
飲
の
常
習
者
で
あ
っ

た

と
し
ぅ
。

て
い
た
が
、
利
盆
を
得
る
た
め
に
何
隻
か
の
ア
へ

ン
密
職
船
の
寧
捕
に
踏
み
切
っ
た
。
逮
捕
者
へ
の
訊
聞
の
結
果
、
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さ
て
、
一
帽
建
情
報
に
基
づ
い
て
一
八
一
五
年
春
、

(
u
r
o
o
-
B芯
・
穴
場
白
(
後
出
の
清
朝
側
史
料
に
よ
れ
ば
朱
梅
官
の
こ
と
〉

ら、

マ
カ
オ
の
主
な
ア

へ
ン
業
者
六
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
香
山
鯨
の
役
人
は
樺
放
す
る
代
金
と
し
て
八
蔦
ド
ル
を
要
求
し
た
が
、
か
れ
ら
は
拒
否
し
た
。
そ
こ

で
か
れ

‘4
4，
 

ら
は
慶
州
府
へ
移
迭
さ
れ
、
苛
酷
な
拷
聞
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
販
買
の
事
買
を
自
白
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
刻
。

東
イ
ン
ド
曾
祉
の
記
録
が
俸
え
る
マ
カ
オ
事
件
の
内
容
は
以
上
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

十
日
J
二
十
二
年
九
月
十
二
日
在
職
)

に
よ
っ
て
上
奏
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
事
件
は
南
康
徳
督
蒋
依
話
(
嘉
康
十
六
年
九
月
二

‘
翁
d
，

唯
一
の
清
朝
側
史
料
と
は
こ
の
上
奏
文
の
節
録
で
あ
刻
。
ま
た
、

東
イ
ン

ド
曾
祉
の
記
録
に
も
上
奏
文
が
ほ
ぼ
同
内
容
で
蔑
さ
れ
て
い
る
が
、
清
朝
側
史
料
の
方
が
や
や
詳
し
い
。
雨
者
で
相
補
え
ば
、
上
奏
の
内
容
は

女
の
と
う
り
で
あ
る
。

朱
梅
官
ら
六
人
は
布
匹
や
茶
を
持
っ
て
マ
カ
オ
へ
行
き
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ア
ン
ト
ニ

l

(
〉

2
0口
u
ご
安
多
利
)

の
胡
板
や
海
参
と
交
易
し
た



が
、
ア
ン
ト
ニ

l
の
方
が
洋
銀
三
千
四
百
八
十
ド
ル
の
不
足
と
な
っ
た
。
ア
ン
ト
ニ
ー
は
〔
嘉
慶
十
九
年
〕
九
月
末
に
蹄
園
の
議
定
で
、
か
れ

が
乗
り
込
む
船
は
既
に
香
山
鯨
外
の
海
上
に
停
泊
し
て
い
た
。
そ
こ
で
朱
梅
官
ら
が
不
足
額
の
返
済
を
求
め
る
と
、
ア
ン
ト
ニ
ー
は
た
ま
た
ま

か
ね

居
合
わ
せ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
あ
る
船
長
に
借
金
を
申
し
出
た
。
そ
の
船
長
は
金
は
な
い
が
ア
へ
ン
な
ら
あ
る
と
云
い
、
結
局
、

朱
梅
官
ら
は

ア
ヘ
ン
百
二
十
筒
(
一
筒
の
重
量
は
約
二
斤
七
、
八
爾
)
を
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
、
禁
制
品
の
荷
揚
げ
を
恐
れ
た
か
れ
ら
は
、

A
制，

で
通
り
か
か
っ
た
見
知
ら
ぬ
連
中
に
ア
ヘ
ン
を
買
却
し
て
三
千
八
百
四
十
ド

ル
を
得
制
。

た
ま
た
ま
小
舟

清
朝
側
史
料
に
は
右
の
上
奏
に
劃
す
る
上
識
も
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
朱
梅
官
等
、
著
し
て
草
職
せ
し
め
、
先
ず
事
を
犯
す
の
地
方

A
吋リ
マ

に
於
て
、
伽
披
す
る
こ
と
一
箇
月
、
満
つ
る
の
日
、
黒
龍
江
に
護
し
て
苦
差
に
充
嘗
せ

μ」
と
あ
る
。

以
上
が
マ
カ
オ
事
件
の
顛
末
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
マ
カ
オ
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
業
者
の
大
物
を
逮
捕
し
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
雨
贋
総
督
蒋

依
括
の
事
責
を
歪
曲
し
た
上
奏
に
よ
り
、
結
局
は
瑛
細
な
ア
ヘ
ン
密
貰
買
事
件
と
し
て
慮
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
カ
オ
事
件
を
契

命

υ，

AHF

'門
けい

機
に
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
っ
て
事
態
は
動
き
だ
し
、
そ
の
結
果
、
「
章
程
」
の
制
定
が
蒋
依
話
に
よ
っ
て
奏
請
さ
れ
、

嘉
慶
二
十
年
三
月
二
十
三
日

品
開
U
7

'nい
一

の
上
誌
で
裁
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
以
上
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
嘉
慶
前
期
に
護
布
さ
れ
た

一
連
の
禁
令
と
同
じ
く

「章
程
」
も
亦
、

ア
ヘ
ン
貿
易
を
禁
絶
し
よ
う
と
い
う

積
極
的
動
機
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
マ
カ
オ
事
件
で
動
き
出
し
た
事
態
に
劃
す
る
南
贋
組
督
蒋
依
話
の
自
己
保
身
的
な
動
機
に
よ

っ
て
制
定

さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
マ
カ
オ
事
件
を
歪
曲
し
て
上
奏
す
る
と
い
う
か
れ
の
行
震
が
そ
の
こ
と
を
如
賓
に
物
語
っ
て
い
る
。

香
山
鯨
の
役

人
が
緯
放
金
八
寓
ド
ル
を
要
求
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
「
外
禁
」
政
策
を
め
ぐ
る
贋
東
官
僚
の
貫
態
を
垣
間
見
た
思
い
が
す
る
。

A
司

「
章
程
」
の
内
容
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
貼
を
記
す
と
ハ円マ

カ
オ
に
入
港
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
荷
揚
げ
に
さ

ア
ヘ
ン
を
積
ん
で
い
た
場
合
に
は
そ
の
船
に
よ
る

一
切
の
貿
易
を
禁
じ
て
退
去
せ
し
め
る
、

∞
ア
へ
ン
禁

さ
て
、

き
だ
ち
清
朝
官
憲
の
臨
検
を
受
け
、

61 

令
に
関
わ
る
「
議
慮
」
と

「議
絞
」、

ハ
円
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
行
政
上
の
慮
分
と
賞
功
に
つ
い
て

の
二
貼
で
あ
る
。

。
に
つ

い
て
は
後
述
に
譲
り、

ま
ず
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荷
揚
げ
に
さ
き
だ
っ
外
園
船
の
臨
検
を
明
言
し
た
の
は
今
回
の
「
章
程
」
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て、

そ
の
適
用
が
マ
カ
オ
に
入

港
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

「章
程
」

が
「
外
禁
」
政
策
の
強
化
を
意
味
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
「
章
程
」
は
な
ぜ
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
劉
象
と
し
て
限
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
直
接
の
原
因
は

マ
カ
オ
事
件
で
あ
る
。
し
台、

し
、
首
時
の
情
勢
を
注
意
深
く
覗
野
の
な
か
に
入
れ
た
と
き
、
天
主
敬
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
数
の
問
題
が
そ
こ
に
微
妙
な
影
を
落
と
し
て

い
た
こ
と
に
気
附
く
の
で
あ
る
。

嘉
慶
十
六
年
の
大
禁
剛
一以
来
、
既
に
「
邪
数
」
硯
さ
れ
て
い
た
天
主
敬
に
劃
す
る
取
締
り
は
、
嘉
慶
十
八
年
の
天
理
数
徒
の
反
凱
を
契
機
に

帥

ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
的
。
嘉
慶
十
九
年
二
月
、
給
事
中
李
可
蕃
は
贋
東
に
お
け
る
天
主
数
の
存
在
を
告
護
し
た
が
、
こ
れ
に
劃
す
る
上
誌
に
、

香
山
の
容
門
一
帯
に
至
り
て
は
、
地
外
洋
に
迫
り
、
夷
人
寄
居
の
所
魚
り
。
近
ご
ろ
復
た
天
主
教
を
停
習
す
。
之
を
久
し
く
す
れ
ば
、
亦

帥

た
恐
ら
く
は
患
を
滋
く
せ
ん
。

「
息
門
」
つ
ま
り
襖
門
が
天
主
教
と
の
関
連
で
注
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
誌
で
命
ぜ
ら
れ
た
雨
康
穂
督
蒋
依
話
の
覆
奏
は
そ
の
内

容
を
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が

そ
れ
に
射
す
る
上
稔
に
、
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と
あ
り
、天

主
数
は
本
よ
り
外
洋
自
り
俸
わ
る
。
該
夷
人
容
門
に
居
住
し
、
自
ら
其
の
数
え
を
習
う
は
、
原
よ
り
必
ず
し
も
過
問
せ
ざ
る
可
し
。
惟

だ
該
夷
人
若
し
内
地
の
民
人
に
向
い
て
停
授
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
煽
惑
し
て
毒
を
流
す
を
恐
る
。
此
れ
巌
切
に
申
禁
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

一
た
び
査
出
を
経
た
れ
ば
、
但
に
内
地
習
教
の
人
を
勝
て
、
律
を
按
じ
て
懲
樹
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
の
俸
教
の
西
洋
人
も
亦
、

帥

巌
懲
せ
よ
。

一
併
に

と
あ
り
、

マ
カ
オ
及
び
そ
こ
に
居
住
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
天
主
激
流
布
の
元
凶
と
看
倣
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
天
主
数
と
ア
ヘ
ン
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
の
嘉
慶
十
九
年
の
上
識
は
、

「内
禁
」

よ
り
「
外
禁
」
の
方
が
有
数
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
す
ぐ
に
「
再
に
天
主
数
は
倫
理
を
絶
滅
す
れ
ば
、
乃
ち
異
端
に
し
て
害
の
尤
な
る

帥

者
な
り
。
云
ん
と

と
倒
捌
け
て
天
主
数
問
題
に
も
言
及
し
て
い
た
。
同
じ
上
誌
の
な
か
で
ア
ヘ
ン
と
天
主
数
の
問
題
、が
取
り
上
げ
ら
れ
、
雨
者
の



取
締
り
が
南
康
穂
督
蒋
依
括
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「章
程
」
が
マ
カ
オ
に
入
港
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
狙
い
撃
ち
し
た
誘
因
と
し
て
、
天
主
数
の
問
題
が
あ

っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
「
章
程
」
を
裁
可
す
る
上
誌
に
、

こ
の
よ
う
に
観
て
く
る
な
ら
ば
、

爾
等
(
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
筆
者
註
〉
袖
慨
に
在
り
て
居
住
す
る
の
人
に
至
り
て
は
、

既
に
天
朝
の
地
方
に
在
れ
ば
、

即
ち
躍
に
天
朝
の
法
度
を

遵
奉
す
ベ
し
。
若
し
敢
え
て
私
か
に
自
ら
〔
ア
ヘ
ン
を
〕
製
造
す
る
に
於
て
、

近
き
に
就
き
て
利
を
牟
め
ん
と
希
園
す
れ
ば
附
則
ち
法
律

具
在
す
。
即
ち
中
園
に
在
り
て
私
か
に
天
主
教
を
停
う
る
と
異
な
る
無
し
。
必
ず
重
く
爾
等
の
罪
を
治
め
、
寛
恕
す
る
能
わ
ず
。
(
傍
貼
筆

者

と
あ
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
嘉
慶
以
来
道
光
前
期
ま
で
清
朝
は
ア
ヘ
ン
問
題
を
一
貫
し
て
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
制
。
そ
の

帥

倒

帥

他
、
清
朝
が
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
看
倣
し
た
も
の
に
は
、
賭
博
、
著
修
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り
「
邪
教
」
こ
そ
は
そ
の
最
大
の
も
の
で

し
た
が
っ
て
第
一
に
、
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あ
っ
た
。

「章
程
」
制
定
の
場
合
の
よ
う
に
同
じ
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
し
て
ア
ヘ

ン
と
天
主
数

(
H
「邪
数」
)
の
二

問
題
を
清
朝
が
同
列
で
論
じ
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
に
、
ア

ヘ
ン
問
題
を
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
認
識
し
た
こ
と

は
、
清
朝
が
こ
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
邪
数
」
問
題
の
な
か
に
見
ざ
る
を
え
な
か

っ
た

社
舎
秩
序
の
素
範
、
延
い
て
は
統
治
の
動
揺
と
い
う
危
機
感
を
、
清
朝
は
ア
ヘ
ン
問
題
の
な
か
に
も
懐
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

に
つ
い
て
で
あ
る
。
特
に
「
議
昆
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
失
察
慮
分
」

る
酬
に
、 さ

て
「
章
程
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
決
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
内
容
の
口
ア
ヘ

ン
禁
令
に
闘
す
る
「
議
慮
」
「
議
絞」

(
監
督
不
行
届
き
に
謝
す
る
行
政
庭
分
)
に
つ
い
て
は
、

嘉
慶
十
六
年
の
上

嘗
に

〔
ア
ヘ
ン
の
〕
貰
放
を
失
察
す
る
の
監
督
及
び
委
員
、
吏
役
人
等
を
賂
て
、

a
H
MF
 

一
併
に
懲
概
し
て
貸
さ
ざ
る
ベ
ヤ
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と
あ
り
、

慮
分
の
具
鐙
的
な
程
度
は
未
定
な
が
ら
も
巌
し
く
臨
む
こ
と
が
既
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
に

つ
い
て
蒋
依
話
は
上
奏

の
な
か
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で、

惟
だ
流
弊
己
に
一
日
に
非
ず
。
或
い
は
地
方
の
文
武
、
従
前
の
失
察
慮
分
に
慮
及
し
、
悠
ナ
獲
せ
る
販
賓
の
匪
徒
到
案
し
、
歴
年
の
奮
案
を

供
出
す
れ
ば
、
是
れ
未
だ
獲
犯
の
功
を
受
け
ざ
る
に
、
先
ず
失
察
の
佐
官
を
受
け
る
を
恐
れ
、
路
顧
因
循
す
る
は
、
勢
い
と
し
て
菟
れ
難
き

A
刀
守

ム
H
V

所
な
り
。

と
述
べ
、
地
方
の
文
武
官
僚
が
失
察
慮
分
を
恐
れ
て
真
面
目
に
取
締
り
を
し
な
い
と
い
う
貫
情
を
訴
え
た
。
そ
の
上
で
、
失
察
慮
分
を
軽
減
す

、笥
d
，

h
u‘
 

る
と
同
時
に
、
ア
ヘ
ン
を
挙
獲
し
た
場
合
の
「
議
絞
」
を
も
明
定
す
る
よ
う
か
れ
は
奏
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
上
識
は
、

Amwz 

h
u
v
 

其
の
僅
か
に
失
察
に
止
ま
る
者
、

寛
に
嘗
に
概
し
て
庭
分
を
寛
菟
す
る
を
行
な
う
ベ

し。

と
云
い
、
単
な
る
失
察
に
劃
す
る
庭
分
は
一
概
に
菟
除
す
る
こ
と
が
「
章
程
」

で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
向
お
、

《
司
，

依
括
の
奏
請
ど
お
り
裁
可
さ
れ
た
。

「
議
絞
」
に
つ
い
て
も
蒋

ア
ヘ
ン
禁
令
に
伴
な
う
失
察
慮
分
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
以
上
の
事
賓
超
過
を
述
べ
る
に
止
め
、
こ
の
問
題
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
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え
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
後
に
「
章
程
」
制
定
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

同

マ
カ
オ
の
み
な
ら
ず
賀
補
に
お
い
て
も
ア
ヘ
ン
取
引
が
短
期
開
阻
擁
さ
れ
た
こ

と
の
ほ
か
に
「
章
程
」
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
重
要
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

ま
ず
、
清
朝
官
憲
の
黙
認
を
え
る
た

納

め
の
贈
賄
財
源
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
嘗
局
は
マ
カ
オ
に
運
び
込
ま
れ
る
ア
へ

ン
に
劃
し
て
一
箱
に
つ
き
四
十
ド
ル
を
徴
牧
し
始
め
た
。
あ
る
推

A
河吋，

h
u
v
 

計
に
よ
る
と
、
そ
の
額
は
年
開
十
蔦
ド
ル
に
も
達
し
た
と
い
う
。
次
に
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
船
以
外
で
運
ば
れ
る
ア
ヘ
ン
の
マ
カ
オ
陸
揚
げ
を
禁
じ

A
司

'向日、

た
奮
例
(
一

八
O
五
年
〉
を
ボ
ル
ト
カ
ル
嘗
局
は
復
活
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
貿
易
商
人
は
ア
ヘ
ン
を
賀
補
へ
集
中
的
に
運
ぶ

A
川
w
，

ん目、

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第

一
は
「
章
程
」
で
狙
い
撃
ち
さ
れ
た
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
嘗
局
の
射
躍
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
「
章
程
」
が
要
求
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
臨
検
に
針
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
反
慮
で
あ
る
。
清
朝
官
憲
が
臨
検
を
イ
ギ
リ
ス
船
に
も
遁



、前
H
守

用
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
管
貨
人
委
員
舎
は
議
想
し
、
そ
れ
に
劃
す
る
拒
絶
を
舎
祉
船
の
船
長
に
命
じ
的
。

賓
際

清
朝
が
イ
ギ
リ
ス
船
に
も
臨
検
を
要
求
し
た
か
否
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
二
年
後
に
ア
メ
リ
カ
船
ウ
ォ

l
パ
ッ
シ
ユ
(
巧
与
S
F〉
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暁
の
事
一
旬
が
お
こ
る
と
、
清
朝
官
憲
は
イ
ギ
リ
ス
船
に
射
し
て
臨
検
を
要
求
し
り
こ
れ
に
劃
し
て
管
貨
人
委
員
舎
が
強
く
抵
抗
し
、
~
た
軍

艦
オ
ル
ラ
ン
ド

(
Oユ
自
号
〉
披
を
川
鼻
ま
で
呼
び
寄
せ
て
威
嚇
し
た
結
果
、
清
朝
側
は
イ
ギ
リ
ス
船
の
臨
検
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
。

葉

恒

崩

事

件

伺

嘉
慶
末
期
以
来
、
清
朝
は
「
内
禁
」
面
で
は
ア
ヘ
ン
を
吸
飲
し
た
官
僚
を
慮
罰
す
る
と
共
に
、
特
に
「
外
禁
」
政
策
を
強
化
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
道
光
初
期
に
「
外
禁
」
政
策
は
ひ
と
つ
の
頂
貼
に
達
し
、
そ
の
結
果
、
ア
ヘ

ン
密
職
船
は
賀
補
を
離
れ
て
外
海
の
零
丁
洋
に
停
泊
す

A
N
V
 

'M
F
 

る
こ
と
に
な
る
。
所
調
る
零
丁
洋
時
期
が
こ
こ
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

雨
者
が
俸
え
る
内
容
は
著
し
く
相
違
し
て
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道
光
元
(
一
八
二
一
)
年
に
マ
カ
オ
で
葉
恒
溺
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
(
以
下
「
葉

恒
樹
事
件
」
と
俵
稽
す
る
)
で
あ
る
。
葉
恒
溺
事
件
に
闘
し
て
は
中
外
隻
方
に
史
料
が
存
在
す
る
が
、

零
丁
洋
時
期
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、

い
る
。ま

ず
、
清
朝
側
史
料
と
し
て
は
遁
光
二
年
三
月
二
十
八
日
附
の
雨
贋
綿
督
玩
一
万

(
嘉
慶
二
十
二
年
九
月
士
百
J
道
光
六
年
五
月
十
七
日
在
職
〉

の

上
奏
が
あ
る
。
こ
の
上
奏
で
は
道
光
元
年
に
検
挙
さ
れ
た
ア
ヘ

ン
密
買
買
事
件
五
件
が
一
括
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
葉
恒

そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

樹
事
件
で
あ
り
、

船
が
娘
婿
閣
に
停
泊
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

葉
恒
樹
(
州
同
の
虚
衡
を
掃
納
で
得
て
い
た
)
は
マ
カ
オ
地
方
で
給
船
一
隻
を
所
有
し
て
漁
業
を
営
ん
で
い
た
。

マ
カ
オ
に
貿
易
の
た
め
来
て
い
た
顔
見
知
り
の
一繭
建
人
陳
五
に
た
ま
た
ま
出
舎
っ
た
。
陳
五
は
か
れ

道
光
元
年
七
月
、

か
れ
の
給

65 

に
毎
勧
洋
銀
十
二
ド
ル
で
ア
ヘ
ン
を
買
わ
な
い
か
と
話
を
持
ち
掛
け
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
仲
聞
と
一
緒
に
洋
銀
千
三
百
二
十
ド
ル
を
集
め
、

品
川
ソ

ヘ
ン
百
十
触
を
陳
五
か
ら
買
っ
た
。
そ
し
て
、
名
前
を
知
ら
な
い
撞
客
〈
市
場
の
客
商
〉
に
一
勧
十
六
ド
ル
で
買
っ
た
後
、
逮
捕
さ
れ
が。

ア
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右
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
葉
恒
樹
事
件
と
は
な
ん
の
援
哲
も
な
い
ア
ヘ
ン
密
買
買
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

れ
ば
、
葉
恒
溺
事
件
は
衣
の
よ
う
に
か
な
り
重
大
な
内
容
を
含
む
事
件
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
外
園
側
諸
史
料
に
よ

一
八
一
二
年
九
月
、
葉
恒
溺
(
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
か
れ
を
ア
シ
|
〉
8
0
と
呼
ん
だ
)
は
殺
人
事
件
に
関
連
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。

制

帥

を
下
し
た
と
も
、
或
い
は
殺
し
屋
を
雇
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
殺
し
方
が
残
虐
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
被
害
者
は
か
れ
の
個

倒

防

伺

人
的
な
封
立
者
と
も
、
雨
康
総
督
に
近
い
人
物
で
下
扱
役
人
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
葉
恒
溺
も
下
組
役
人
と
さ
れ
て
い
る
(抗
元
の
上
奏
で
云

う
州
同
で
あ
ろ
う
〉
。
し
か
し
、
か
れ
は
た
だ
の
下
組
役
人
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
嘗
局

は
ア
ヘ
ン
貿
易
を
黙
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
毎
年
清
朝
官
憲
に
贈
賄
し
て
い
た
が
、
葉
恒
樹
こ
そ
は
こ
の
贈
牧
賄
を
仲
介
し
て
い
た
人
物
で
、

倒

マ
カ
オ
に
お
け
る
代
表
的
な
ア
へ
ン
業
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。

か
れ
自
身
が
手

し
か
も
、

恐
ら
く
は
香
山
鯨
の
役
人
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
葉
恒
溺
は
か
な
り
酷
い
拷
聞
を
受
け
、
そ
れ
に
劃
す
る
報
復
と
し
て
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
っ
て

伺

マ
カ
オ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
鱈
牧
賄
の
質
態
を
暴
露
し
た
。
或
い
は
、
役
人
た
ち
を
巻
き
込
め
ば
自
分
が
無
貫
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え

伺

納

付

開

て
暴
露
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
暴
露
し
た
先
は
慶
州
府
と
も
北
京
と
も
い
わ
れ
、
後
者
と
い
う
史
料
で
は、

倒

明
の
た
め
に
特
使
が
波
遣
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
北
京
か
ら
員
相
究
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外
園
側
諸
史
料
が
俸
え
る
事
件
の
内
容
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
黙
で
異
同
が
あ
っ
た
り
、
殺
人
の
動
機
な
ど
細
か
な
黙
で

不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
事
件
の
大
筋
は
だ
い
た
い
一
致
し
て
い
る
。
就
中
、
葉
恒
溺
が
ア
ヘ
ン
業
者
で
マ
カ
オ
に
お
け
る
賠
牧
賄
の
仲
介

者
で
あ
っ
た
こ
と
は
ど
の
外
園
側
史
料
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
外
の
史
料
が
俸
え
る
葉
恒
溺
事
件
の
内
容
は
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
園
側
に
は
事
件
を
歪
曲
す
る
必
要
も

な
か
っ
た
の
に
劉
し
、
清
朝
官
憲
に
は
歪
曲
の
動
機
が
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
事
件
を
契
機
に
嘗
時
琴
海
開
監
督
を
乗
任
し
て
い
た
両

度
線
督
庇
元
が
「
外
禁
」
政
策
を
か
な
り
積
極
的
に
推
進
し
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
葉
恒
樹
事
件
が
単
な
る
ア
ヘ
ン
密
買
買
事
件
で
あ
っ

や
は
り
外
園
側
諸
史
料
が
惇
え
る
内
容
を
員
相
に
近
い
も
の
と
看
倣
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
既
元
は
葉
恒
樹
を

た
と
は
考
え
に
く
く
、



ア
ヘ
ン
の
販
寅
一
回
と
い
う
罪
だ
け
で
告
渡
し
、

制

を
奏
請
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

蜘
競
一
ヶ
月
の
上
、

近
漫
に
渡
し
て
軍
に
充
て
る
ハ
配
所
に
到
着
後
、
杖
一
百
V

と
い
う
慮
罰

と
こ
ろ
で
、
庇
元
が
歪
曲
し
た
の
は
葉
恒
樹
事
件
の
内
容
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
院
元
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
が
終
憶
し
な

い
の
は
公
行
商
人
が
禁
令
を
遵
守
し
な
い
か
ら
だ
と
い
う
理
由
で
嘗
時
総
商
の
筆
頭
だ

っ
た
伍
敦
元
を
弾
劾
し
、
か
れ
が
得
て
い
た
三
品
頂
戴

'F

倒

を
摘
去
す
る
よ
う
奏
請
し
て
裁
可
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
上
奏
の
な
か
で
院
元
は
一
言
も
事
件
に
燭
れ
て
い
な
い
が
、
外
園
側
史
料
に
よ
れ
ば
、

制

葉
恒
樹
事
件
こ
そ
は
伍
敦
元
弾
劾
の
直
接
的
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
次
の
よ
う

な
経
緯
が
あ
っ
た
と
い
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
嘉
慶
二
十
二
年
に
ウ
ォ

l
バ
γ

シ
ュ
暁
事
件
が
お
き
た
際
、
伍
敦
元
は
保
商
と
し
て
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
が
、
多
額
の

罰
金
を
嘗
局
に
納
め
て
こ
と
な
き
を
え
た
。
他
方
、
香
山
懸
知
鯨
は
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
て
危
う
く
参
劾
罷
克
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
以

来
伍
敦
元
を
恨
ん
で
い
た
か
れ
は
四
年
後
の
嘗
時
、
慶
州
府
知
府
に
昇
任
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
葉
恒
溺
の
暴
露
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
機
舎
を

伺

捉
え
て
伍
敦
元
へ
の
復
讐
を
企
画
し
た
。
そ
れ
が
今
回
の
弾
劾
に
繋
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

制

か
つ
て
香
山
鯨
知
豚
で
嘗
時
の
慶
州
府
知
府
と
は
鍾
英
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
清
朝
側
史
料
に
よ
れ
ば
、
ウ
ォ

1
バ
v
シ
ュ
暁
事

制

マ

カ
オ

件
嘗
時
か
れ
は
襖
門
同
知
で
あ
り
、
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
記
録
は
こ
れ
を
香
山
鯨
知
鯨
と
勘
違
い
し
た
よ
う
だ
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
襖
門
は
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香
山
鯨
に
属
し
て
い
る
。

右
の
興
味
深
い
話
の
員
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
嘗
面
の
関
心
事
は
葉
恒
樹
事
件
と
伍
敦
元
弾
劾
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
庇
元
が
雨
者
を
関
連
づ
け
ず
別
々
に
、
し
か
も
伍
敦
元
弾
劾
を
先
に
上
奏
し
た
こ
と
は
、
葉
恒
樹
事
件
の
上
奏
ほ
ど
で
は

な
い
と
し
て
も
、

や
は
り
重
大
な
歪
曲
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
贋
東
官
僚
の
歪
曲
に
つ
い
て
は
の
ち
で
も
鰯
れ
る
が
、
こ
こ
で

67: 

は
情
報
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
農
東
官
僚
が
責
任
廻
避
の
た
め
に
事
買
を
歪
曲
し
て
上
奏
す
る
結
果
、
北

京
の
中
央
政
府
に
充
分
且
つ
正
確
な
情
報
が
停
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、

情
報
の
量
と
質
に
お
い
て
中
央
と
地
方
と
の
聞
に
極
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め
て
深
刻
な
希
離
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
ヘ
ン
禁
令
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
政
策
の
決
定
と
遂
行
に
と
っ
て
危
険
な
障
害

と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

ぎ
り
最
も
激
し
い

さ
て
、
葉
恒
樹
事
件
を
契
機
に
雨
康
組
督
庇
元
は
ア
ヘ
ン
商
人
チ
ャ

ー
ル
ズ

・
マ
ニ
ア
ッ
ク
(
の
宮
ユ
g
E
a
g
R
)
の
云
う
「
記
憶
の
か

制

〔
ア
ヘ
ン
禁
令
の
〕
遂
行
」
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
そ
の
手
始
め
が
公
行
商
人
伍
敦
元
の
弾
劾
で
あ
っ
た
事
責
に
注
目
し

--
、。

φ
ム
ド

B
V

伺

既
に
嘉
慶
二
十
四
年
十
一
月
に
御
史
黄
大
名
が
「
専
東
の
積
弊
」

を
篠
陳
す
る
な
か
で
ア
へ
ン
問
題
に
も
言
及
し
た
結
果
、
翌
二
十
五
年
の

A
司
マ

b
h
v
 

二
月
と
五
月
の
二
度
に
亙
っ
て
庇
元
は
ア
ヘ
ン
禁
令
の
遵
守
を
公
行
商
人
に
巌
命
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
黄
大
名
は
、

専
省
の
夷
船
、
鵜
片
畑
泥
を
帯
来
す
。

一
た
び
海
口
に
至
れ
ば
、
朝
ち
海
開
監
督
の
家
人
に
銀
雨
を
観
迭
す
る
こ
と
有
り
。
歳
毎
に
約
十

A
リ，

h
υ
"、

徐首問
、
或
い
は
二
、
三
十
高
不
等
な
り
。
名
づ
け
て
私
税
と
日
ぅ
。

と
云
い
、
専
海
開
監
督
の
家
人
に
よ
る
「
私
税
」
徴
牧
を
告
渡
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
貼
は
暖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
、
結
局
は
公
行
商
人

に
射
し
て
禁
令
の
遵
守
が
巌
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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今
回
の
葉
恒
樹
事
件
に
お
い
て
も
庇
元
は
前
例
ど
お
り
に
劉
醸
し
て
い
く
。

か
れ
は
伍
敦
元
弾
劾
の
上
奏
の
な
か
で
、

惟
う
に
向
来
、
臣
と
監
督
街
門
の
各
園
大
班
に
俸
識
す
る
事
件
は
、
倶
に
洋
行
商
人
に
瑳
交
し
、
夷
字
を
照
繕
し
、
轄
じ
て
停
誌
を
魚
さ

し
め
、
全
て
該
商
等
の
欽
遺
し
て
掛
理
す
る
に
籍
り
、
敬
み
て
天
朝
の
法
度
を
布
き
、
畏
催
す
る
を
知
ら
し
む
。
宜
し
く
但
に
奉
文
轄
行

た
と

の
み
を
以
て
事
を
了
わ
る
べ
か
ら
ず
。
蓋
し
洋
商
は
夷
人
と
最
も
切
近
篤
り
。
夷
船
私
か
に
鶏
片
を
帯
す
れ
ば
、

即
い
能
く
臣
等
の
耳
目

hυ"、

を
蹴
す
も
、
断
じ
て
該
商
等
の
耳
目
を
踊
す
能
わ
ず
。

と
述
べ
、
禁
令
を
含
む
一
切
の
連
絡
事
項
が
公
行
商
人
を
介
し
て
外
園
側
へ
俸
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
違
反
船
の
摘
設
が
公
行
商
人
で
な
け
れ

ば
事
質
上
無
理
な
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

つ
い
で
、

遁
ち
頻
年
以
来
、
従
っ
て
未
だ
き
商

一
船
を
菓
耕
す
る
を
見
ず
。
其
の
祇
だ
夷
人
に
見
好
す
る
こ
と
の
み
を
園
り
、
内
地
の
害
を
受
く
る



を
顧
み
ざ
る
を
帰
す
は
、
頼
ら
か
に
し
て
見
る
こ
と
易
し
。
洋
商
内
の
伍
敦
元
、
徳
商
居
首
の
人
に
係
れ
ば
、
責
任
尤
も
専
ら
な
り
。
各

、明“
，

h
u
v
 

園
夷
情
も
亦
、
最
も
熟
す
と
魚
す
。
今
、
衆
商
と
遁
同
し
て
狗
憶
す
る
は
、
殊
に
悪
む
可
し
と
魚
す
。

と
あ
り
、
公
行
商
人
が
禁
令
を
動
行
せ
ず
、
外
園
人
の
御
機
嫌
を
伺
う
ば
か
り
で
、
中
闘
が
ア
ヘ
ン
の
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
顧
慮
し
な
い

と
指
摘
し
た
上
で
、
伍
敦
元
が
負
う
べ
き
責
任
を
問
う
て
い
る
。

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
伍
敦
元
弾
劾
の
上
奏
が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
回
の
責
任
追
求
は
公
行
商
人
に
と
っ
て
か
な
り
巌
し
い
も

一
八
一
二
年
十
一
月
十
二
日
、
伍
敦
元
を
始
め
と
す
る
公
行
商
人
は
外
園
側
に
劃
し
て
、
ハ
門
賞
捕
に
停
泊
す
る
ア
ヘ
ン
密
轍
船

さ
も
な
い
と
官
憲
に
報
告
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
同
以
後
ア
ヘ
ン
を
積
ん
で
い
な
い
と
い
う
誓
約
書
を
提
出
し
な

d
z
w，
 

'nv、

け
れ
ば
、
そ
の
船
の
保
商
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
逼
告
し
た
。

は
即
刻
退
去
す
る
こ
と
、

ま
ず
第
一
貼
に
つ
い
て
、
黄
捕
に
停
泊
中
の
四
隻
の
外
園
船
が
ア
ヘ
ン
を
積
ん
で
い
る
こ
と
を
公
行
商
人
は
結
局
告
渡
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

A
噌ゎ

。
四
隻
と
は
メ
ロ

l
プ
(
冨
2
0宮
〉

続、
伺

メ
リ
カ
船
エ
ミ
リ
(
何
日
即
日
己
競
で
あ
る
。

A
司，hv 

冨伊丹
r
g
oロ
〉
に
関
係
し
て
い
た
。

フ
l
グ
リ
(
同
o
o
m
E己
競
、

ユ
l
ジ
ニ
ア
(
岡
山
口

mgF白)
慌
の
イ
ギ
リ
ス
船
三
隻
、

及
び
ア
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因
み
に
イ
ギ
リ
ス
船
三
隻
は
い
ず
れ
も
か
の
ア
ヘ
ン
商
人
ジ
ェ

l
ム
ズ

付

一
八
一
二
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
清
朝
官
憲
が
退
去
を
強
く
要
求
し
た
結
果
、

A
同
w
，

hu、

捕
を
離
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
遠
く
ま
で
は
退
去
せ
ず
、
零
丁
洋
ま
で
退
い
て
投
錨
し
た
。
所
謂
る
零
丁
洋
時
期
は
こ
こ
に
始
ま
る
の
で
あ

-
マ
セ
ソ

ン

(
同白

g
g

四
隻
の
外
園
船
は
責

る
他
方
、
第
二
黙
の
誓
約
書
提
出
の
件
は
難
航
し
た
。
嘗
時
公
行
商
人
は
全
部
で
十
一
家
あ
り
、
伍
敦
元
と
直
様
柴
が
徳
商
、
残
り
の
九
家
が

散
商
で
あ
し
わ
た
。
こ
の
う
ち
穂
商
二
人
と
散
商
の
潜
紹
光
と
劉
東
の
四
人
が
「
身
家
肢
質
」
で
あ
り
、
贋
州
で
は
「
前
四
家
、
後
七
家
」
と
稿

hv、

さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
葉
恒
溺
事
件
を
報
告
す
る
庇
元
の
上
奏
に、

嗣
後
、
該
夷
船
準
口
す
れ
ば
、
散
商
奮
に
照
ら
し
て
認
保
し
、
頂
員
に
稽
査
す
る
を
除
く
の
外
、
伺
お
伍
敦
元
、
直
線
柴
、
潜
紹
光
、
劉

東
の
四
人
に
筋
し
、
依
次
輪
流
し
て
査
察
せ
し
め
、
保
を
加
え
以
て
責
成
を
重
く
せ
崎
。

69 
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と
あ
り
、
散
商
が
保
誼
し
た
上
に
「
前
四
家
」
が
輪
番
で
「
加
保
」
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
二
重
の
保
商
制
度
が
こ
こ
に
始
ま
る
。
そ
し
て
、

「
前
回
家
」
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
「
加
保
」
の
ひ
と
つ
が
保
誼
す
る
外
園
船
に
ア
ヘ
ン
は
積
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
誓
約
書
の
提
出
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
自
衛
手
段
と
し
て
外
園
船
に
劃
し
て
も
誓
約
書
(
東
イ
ン
ド
禽
社
側
の
所
謂
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ポ
ン
ド
の

05
5
∞g
e
を
提

仇
刷
V

出
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
、
官
憲
の
承
認
を
鰹
て
今
回
の
要
求
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

伺

一
般
に
ア
メ
リ
カ
船
は
誓
約
書
の
提
出
に
同
意
し
た
。
し
か
し
、
責
任
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
た
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
管
貨
人
委
員
舎
は
、
曾
祉

船
に
つ
い
て
は
ア
ヘ
ン
を
取
り
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
峻
拒
す
る
と
同
時
に
、
地
方
貿
易
船
に
劃
し
て
も
ラ
イ
セ
ン
ス
の
取
消
し
で
威

帥

嚇
し
、
誓
約
書
の
提
出
を
拒
否
す
る
よ
う
命
じ
た
。
結
局
、
庇
元
が
一
八
二
二
年
三
月
の
布
告
で
東
イ
ン
ド
禽
祉
船
に
劃
し
て
誓
約
書
の
提
出

制

を
菟
除
し
た
の
で
、
こ
の
問
題
は
一
醸
の
決
着
を
み
た
の
で
あ
る
。

葉
恒
樹
事
件
は
零
丁
洋
時
期
を
生
み
だ
し
た
事
件
と
し
て
特
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
ア
ヘ
ン
の
取
引
場
所
が
責
埼

か
ら
零
丁
洋
へ
移
っ
た
と
い
う
表
面
上
の
襲
化
だ
け
を
捉
え
た
評
債
で
は
決
し
て
な
い
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
零
丁
洋
時
期
の
到
来
が
「
外

禁
」
政
策
の
構
造
的
鑓
化
を
意
味
す
る
が
故
に
、
葉
恒
溺
事
件
は
劃
期
的
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
清
朝
の
ア
へ
ン
政
策
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
「
外
禁
」
か
「
内
禁
」
か
と
い
う
黙
に
着
目
し
た
。
そ
れ
は
内
、
外
と
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い
う
形
式
で
翠
純
に
便
宜
上
分
け
た
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
を
採
る
か
、
或
い
は
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
政
策
途
行
に
附
随
す
る
責
任
の
所
在

と
大
小
が
異
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、

「
外
禁
」
の
場
合
に
は
嘗
時
唯
一
の
開
港
場
を
か
か
え
る
贋
東
官
僚
が
、

「
内
禁
」
の
場

合
に
は
官
僚
一
般
が
各
々
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ヘ
ン
政
策
が
貫
際
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
か
を
考
え
る
と
き
、
官
僚
制
に
つ

き
纏
う
責
任
問
題
は
無
視
で
き
な
い
、
否
、

か
な
り
重
要
な
黙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
嘉
慶
前
期
か
ら
道
光
前
期
ま
で
は
基
本
的
に
「
外
禁
」
政
策
の
時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
地
域
の
官
僚
よ
り
も
贋
東
官

僚
の
責
任
が
よ
り
強
く
要
求
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
既
に
前
稿
で
解
明
し
た
よ
う
に
、
嘉
慶
四
年
、
十
二
年
、
十
四
年
と
ア
ヘ
ン
問
題
が
拝
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上
す
る
た
び
に
、
時
の
雨
贋
穂
替
は
素
早
く
ア
ヘ
ン
禁
令
を
瑳
し
て
自
己
の
保
身
を
園
っ
た
。
蒋
依
話
と
庇
元
が
各
々
マ
カ
オ
事
件
と
葉
恒
樹

事
件
を
歪
曲
し
て
上
奏
し
、
そ
の
後
「
外
禁
」
政
策
を
強
化
し
て
自
己
保
身
に
努
め
た
こ
と
は
既
に
み
て
き
た
と
う
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
贋
東
官
僚
に
と
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
嘉
慶
二
十
年
の
「
章
程
」
で
失
察
慮
分
が
菟
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
負
鎗
を

か
な
り
軽
く
す
る
数
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
責
任
問
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
の
切
り
札
を
贋
東
官
僚
は
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
保

商
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
中
閣
に
来
航
す
る
外
園
船
は
公
行
商
人
の
い
ず
れ
か
一
人
を
保
商
に
立
で
な
け
れ
ば
貿
易
で
き
ず
、
そ
の

保
商
は
外
園
貿
易
に
関
わ
る
一
切
を
責
任
も
っ
て
請
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
庇
元
の
伍
敦
元
弾
劾
の
上
奏
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
保
商
制
度
の
存
在
は
贋
東
官
僚
に
と
っ
て
格
好
の
逃
げ
道
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
外
禁
」
政
策
で
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
本
来
贋
東
官
僚
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
か
か
る
情
況
の
も
と
で
は
と
ど
の
つ
ま
り
公
行
商
人
に
封
す

る
責
任
の
追
求
に
蹄
着
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
外
禁
」
政
策
を
基
本
と
し
た
嘗
該
時
期
は
公
行
商
人
が
貧
際
上
誰
よ
り
も
責

任
を
強
く
間
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
ピ

1
ク
が
葉
恒
樹
事
件
の
お
き
た
道
光
初
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
の
所
謂
る
ア
へ
ン
政
策
の
構
造
と
は
以
上
の
よ
う
な
翻
黙
か
ら
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
構
造
が
零
丁
洋
時
期
の
到
来
と
共
に
襲
化
し
始
め

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ヘ
ン
を
積
ん
で
き
た
外
園
船
は
零
丁
洋
に
停
泊
す
る
葺
船
に
ア
ヘ
ン
を
降
ろ
し
た
後
、
合
法
品
だ
け
を
積
ん
で
贋
州
へ
赴

い
坤
。
し
た
が
っ
て
、
公
行
商
人
が
保
註
す
る
外
園
船
に
ア
ヘ
ン
は
も
は
や
な
い
。
ま
た
、
産
船
は
ア
ヘ
ン
専
用
の
貯
戴
船
で
遁
常
の
貿
易
は

し
な
い
か
ら
、
保
商
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
誓
約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
公
行
商
人
に
と
っ
て
明
ら
か
に
好
ま
し
い

も
の
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
分
だ
け
責
任
の
比
重
は
贋
東
官
僚
の
方
へ
傾
き
始
め
た
。
ま
た
、
道
光
三
年
に

「
失
察
鶏
片
煙
章
酢
が
制
定
さ

れ
、
嘉
慶
二
十
年
の
「
章
程
」
以
来
菟
除
さ
れ
て
い
た
失
察
慮
分
が
復
活
し
た
こ
と
も
、
慶
東
官
僚
が
負
う
べ
き
責
任
を
増
大
さ
せ
た
。
要
す

る
に
、
ア
ヘ
ン
政
策
史
上
か
ら
観
れ
ば
、
零
丁
洋
時
期
の
開
始
は
責
任
の
比
重
が
公
行
商
人
か
ら
慶
東
官
僚
へ
移
り
始
め
る
と
い
う
「
外
禁
」

政
策
の
構
造
的
襲
化
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
葉
恒
濁
事
件
の
歴
史
的
意
義
も
始
め
て
正
嘗
に
評
債
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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包
世
臣
と
程
含
章
の
ア
ヘ

ン
論
議

品
開

嘉
慶
二
十
五
(
一

八
二

O
〉
年
、
包
世
臣
は
「
庚
辰
樵
著
二
」
の
な
か
で
ア
ヘ
ン
巌
禁
論
を
主
張
し
た
。
包
世
臣
、
字
恨
伯
、

安
徽
省
浬
豚
の

倒

人
、
嘉
慶
十
三
年
の
翠
人
。
か
れ
が
農
政
、
漕
運
、
河
工
、
瞳
政
な
ど
に
逼
じ
た
経
世
致
用
問
学
者
で
、
朱
珪
、
百
齢
、
陶
溺
ら
地
方
大
官
の
幕

伺

友
と
し
て
嘉
道
期
の
諸
改
革
を
推
進
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
既
に
大
谷
敏
夫
氏
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
レ
る
。
ま
た
、
包
世
臣
の
ア
へ

hv 

ン
巌
禁
論
に
つ
い
て
も
大
谷
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
二
章
で
考
察
し
た
清
朝
の

「外
禁
」
政
策
と
の
関
連
の
な
か
で
詳
細
に

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、

ア
ヘ
ン
問
題
に
劃
す
る
か
れ
の
認
識
を
み
よ
う。

こ
る

組
側片
は
外
夷
に
産
す
。
其
の
人
を
害
す
る
は
枇
毒
と
異
な
ら
ず
。
故
に
販
買
す
る
者
は
死
し
、

り
。
然
る
に
近
年
、
轄
た
禁
じ
て
轄
た
盛
ん
な
り
。
其
の
始
め
は
惟
だ
関
与
の
み
に
盛
ん
な
り
。
近
ご
ろ
は
則
ち
庭
と
し
て
有
ら
ざ
る
は

無
し
。
即
ち
蘇
州
一
城
を
以
て
之
を
計
る
に
、
政
相片
を
吃
す
る
者
、
十
数
蔦
人
を
下
ら
ず
。

と
あ
り
、
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ヘ
ン
が
全
園
的
に
流
行
し
、
蘇
州
府
の
吸
飲
者
数
は
十
数
寓
を
下
ら
な
い
と
い
う
。
次
に
ア
ヘ

ン
に
消

費
す
る
金
額
に
つ
い
て
、

買
食
す
る
者
は
刑
す
。

例
禁
最
も
巌
な
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す
〈
な
〈
と
も

鵜
片
の
債
、
銀
に
較
べ
て
四
倍
す
。
ま
算
す
る
に
、
毎
人
毎
日
、
至
少
銀
一

銭
を
需
む
れ
ば
、
則
ち
蘇
'
城
毎
日
即
ち
銀
寓
除
問
を
費
や

す
。
毎
歳
即
ち
銀
三
、
四
百
蔦
南
を
費
や
す
。
各
省
の
名
城
大
銀
を
統
べ
れ
ば
、
毎
年
の
費
や
す
所
、
高
官
内
を
下
ら
.
す
。

と
あ
り
、
中
圏
全
世
で
年
開
銀

一
億
南
を
ア
ヘ
ン
に
消
費
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、

近
来
、
習
い
奪
艇
を
向
ぶ
。
然
れ
ど
も
著
庚
の
費
や
す
所
、

出向
お
貧
苦
工
作
の
家
に
散
ず
れ
ば
、
所
謂
る
楚
人
弓
を
亡
う
も、

楚
人
之
を

得
る
な
り
。
惟
だ
属
片
を
買
食
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
銀
皆
な
外
夷
に
闘
す
。
毎
年
園
家
の
正
供
、
弁
び
に
盟
闘
の
各
課
、
四
千
絵
蔦
に
過

ぎ
ず
。
而
る
に
鴻
片
の

一
項
、
銀
を
外
夷
に
散
ず
る
者
、
且
に
正
賦
に
倍
差
せ
ん
と
す
。

か
ね

と
あ
り
、
普
通
の
賢
津
に
よ
る
消
費
が
あ
く
ま
で
も
中
圏
内
部
で
の
金
の
移
動
を
意
味
す
る
の
に
劉
し
、
ア
ヘ

ン
購
入
に
費
や
さ
れ
る
銀
は
す



ベ
て
外
国
人
の
手
へ
流
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の
額
は
園
家
歳
入
の
二
倍
に
な
ん
な
ん
と
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

ア
ヘ
ン
の
弊
害
を
次
の

よ
う
に
結
論
す
る
。

夫
れ
銀
幣
周
流
し
、
鍍
産
息
ま
ざ
る
に
、
何
を
以
て
近
来
銀
債
日
に
古
向
く
、
市
銀
日
に
少
な
き
ゃ
。
厩
の
漏
厄
を
究
む
る
に
、
買
に
此
れ

に
由
る
。
況
ん
や
外
夷
泥
を
以
て
衆
り
、
内
地
銀
を
以
て
往
く
を
や
。
中
を
虚
し
く
し
て
外
を
貫
た
す
。
関
わ
る
所
細
に
匪
ず
。
所
謂
る

属
片
は
銀
を
外
夷
に
耗
ら
す
者
、
其
の
弊
此
の
如
し
。

す
な
わ
ち
、
銀
債
の
騰
貴
や
市
場
の
銀
不
足
は
ア
ヘ
ン
に
よ
る
銀
の
流
出
に
起
因
す
る
と
包
世
臣
は
理
解
し
た
。
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
ま

た
後
述
す
る
程
合
章
と
の
先
後
関
係
を
留
保
す
れ
ば
、
ア
ヘ
ン
問
題
に
射
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
を
明
言
し
た
の
は
包
世
臣
が
は
じ
め
て
で
あ

る
と
こ
ろ
で
、
外
園
貿
易
に
よ
る
紋
銀
の
流
出
に
つ
い
て
は
嘉
慶
四
年
以
来
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
、
時
に
は
そ
れ
が
暗
に
ア
ヘ
ン
と
結
び
つ

伺

伺

例

制

け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
嘉
慶
十
二
年
の
南
贋
穂
督
臭
熊
光
、
同
十
九
年
の
戸
部
左
侍
郎
蘇
樗
額
、
道
光
二
年
の
御
史
責
中
模
の
各
上
奏

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紋
銀
流
出
の
原
因
は
洋
銀

(
H洋
銭

H
番
銀
H
ス
ペ
イ
ン
・
ド
ル
)
の
購
入
に
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
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た。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
事
賓
の
一
面
を
確
か
に
つ
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
嘗
時
ス
ペ
イ
ン
・
ド
ル
が
特
に
揚
子
江
以
南
の
地
域
で
遁
行

紛

し
、
ま
た
そ
れ
に
プ
レ
ミ
ア
ム
が
附
い
た
結
果
、
外
圏
貿
易
の
決
済
手
段
に
紋
銀
が
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
済
さ
れ
る
外
圏

ア
ヘ
ン
貿
易
の
存
在
が
紋
銀
流
出
の
主
因
と
し
て
み
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
四
千
箱
蓋
で
横
這
い
し
て
い
た

倒

ア
ヘ
ン
の
流
入
量
は
嘉
慶
末
・
這
光
初
期
を
轄
機
と
し
て
次
第
に
漸
増
し
、
道
光
三
(
一八
二
三
)
年
に
は
イ
ン
ド
棉
花
を
抜
い
て
イ
ギ
リ
ス
側

M
開

職
出
品
の
首
座
に
恥
く
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ァ
ヘ
ン
を
紋
銀
流
出
の
原
因
と
す
る
見
解
が
一
般
に
定
着
す
る
の
が
道
光
九
三
八
二
九
)
年

の
御
史
章
一
抗
の
上
奏
以
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
包
世
臣
の
洞
察
力
と
先
見
性
は
高
く
評
債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
清
朝
が
ア
ヘ
ン
問
題
を
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
認
識
し
て
い
た
と
き
、
包
世
巨
は
銀
流
出
と
い
う
経
済
問
題
と
し
て
認
識
し

貿
易
の
内
寅
を
知
れ
ば
、
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た
。
で
は
、
こ
れ
に
劃
す
る
解
決
策
を
か
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
現
行
禁
令
の
無
数
性
に
つ
い
て
は
前
出
の
引
用
文
中
で
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
り
詳
し
く
次
の
よ
う
に
云
う
。

聴
片
の
禁
己
に
巌
な
り
。
而
る
に
愈
々
禁
じ
て
愈
々
盛
ん
な
り
。
其
の
毒
に
中
た
る
者
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
以
て
自
ら
止
め
難
し
。

而

た
と

し
て
司
禁
の
人
、
早
に
其
の
毒
に
中
た
ら
ざ
る
は
無
く
、
又
た
復
た
肥
規
を
得
。
即
い
再
び
巌
法
を
加
う
る
も
、
絡
に
具
文
と
成
ら
ん
。

と
あ
り
、
中
毒
患
者
に
よ
る
陸
生
の
困
難
さ
と
官
僚
の
腐
敗
が
禁
令
を
骨
抜
き
に
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
か
れ
は
次
の
よ
う
な
抜
本
塞

源
策
を
提
唱
す
る
。

此
の
物
内
地
種
う
る
こ
と
無
し
。

(
嘉
慶
十
年
自
り
後
、
新
江
の
台
州
、
雲
南
の
土
司
も
亦
、
嬰
莱
を
種
え
て
膏
を
取
る
者
有
り
。
然
れ
ど
も
必
ず
穂
販

し
て
襖
門
に
至
り
、
加
う
る
に
棉
無
料
を
以
て
し
、
方
め
て
吸
食
す
可
し
。
走
れ
内
土
も
亦
、
成
を
夷
薬
に
待
て
ば
、
の
お
内
物
震
る
と
謂
う
を
得
ず
〉
但
だ

夷
舶
を
絶
つ
の
み
は
、

即
ち
自
ら
本
を
抜
き
て
源
を
塞
が
ん
。

し
、
税
銀
二
百
徐
蔦
雨
を
牧
む
る
を
少
く
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
園
家
歳
に
二
百
高
を
減
.
す
る
と
雄
も
、
而
れ
ど
も
民
財
は
即
ち
歳
に
蔦
蔦

一
切
の
洋
貨
、

皆
な
内
地
の
必
ず
須
む
る
所
に
非
ず
。

各
海
闘
を
裁
撤
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を
増
す
。
富
を
民
に
識
む
る
の
政
、
是
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

(
括
弧
内
は
原
文
で
は
割
註
)

す
な
わ
ち
、
包
世
臣
に
よ
れ
ば
ア
ヘ
ン
は
巌
密
に
は
す
べ
て
外
園
産
で
あ
る
か
ら
、
外
園
貿
易
の
断
絶
こ
そ
は
抜
本
塞
源
策
で
あ
り
、

そ
の

結
果
生
じ
る
海
関
税
二
百
寓
雨
の
滅
牧
な
ど
は
確
保
さ
れ
る
民
財
一
億
雨
に
比
べ
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
。
要
す
る
に
、
清
朝
が
「
外

禁
」
政
策
で
ア
ヘ
ン
貿
易
だ
け
を
禁
絶
し
よ
う
と
し
た
の
に
劃
し
、
包
世
臣
は
外
園
貿
易
そ
の
も
の
の
断
絶
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
包
世
臣
の
ア
ヘ
ン
巌
禁
論
を
み
て
き
た
が
、
か
れ
の
立
場
を
よ
り
鮮
明
に
さ
せ
る
た
め
に
こ
こ
で
も
う
一
人
の
論
者
に
登
場
し
て
も

州

側

同

制

ら
お
う
。
そ
の
人
物
は
程
含
章
、
競
月
川
、
雲
南
省
景
東
臆
の
人
、
乾
隆
五
十
七
年
の
奉
人
で
あ
る
。
か
れ
の

「
論
洋
害
」
に
つ
い
て
は
夙
に

矢
野
仁

一
氏
が

「
始
め
て
支
那
に
於
て
璃
片
の
銀
流
出
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
は
、
私
の
今
日
ま
で
調
べ
た
所
で
は
程
合
章
の
様

川

柳

川

柳

で
あ
る
」
と
そ
の
意
義
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「
論
洋
害
」
が
道
光
三
年
以
前
に
書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
包
世
臣
の

「
庚

辰
樵
著
二
」
と
の
先
後
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
確
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
商
論
文
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
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き
て
矢
野
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
程
合
章
も
包
世
臣
と
同
じ
よ
う
に
ア
ヘ
ン
問
題
を
認
識
し
た
が
、
針
策
面
で
は
南
者
は
は
っ
き
り
と

樹
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
包
世
臣
の
所
調
る
抜
本
塞
源
策
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

然
れ
ど
も
試
み
に
思
え
、
其
の
人
の
能
く
需
を
絶
つ
や
否
や
を
。
彼
の
諸
番
の
中
園
と
交
易
す
る
は
、
己
に
数
百
年
な
り
。

て
ば
、
則
ち
必
ず
心
を
同
じ
く
し
て
力
を
合
わ
せ
、
我
れ
と
難
を
震
さ
ん
。
兵
連
な
り
繭
結
び
、
数
十
年
に
非
ざ
れ
ば
定
ま
ら
ず
。
而
し

て
沿
海
の
好
民
、
素
よ
り
其
の
利
を
食
え
ば
、
且
に
絡
に
陰
か
に
彼
の
用
を
魚
さ
ん
と
す
。
海
潰
僻
静
、
勝
げ
て
防
ぐ
可
か
ら
ず
。
且
つ

や
ぞ

勝
負
は
兵
家
の
常
た
り
。
但
だ
中
園
を
し
て
小
も
挫
敗
有
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
謡
諒
紛
乗
し
、
群
起
し
て
之
を
攻
め
ん
。
天
下
の
事
、
我

一
旦
之
を
絶

れ
自
り
之
を
鼓
す
れ
ば
、
須
ら
く
我
れ
自
り
之
を
牧
む
べ
し
。
宣
に
兵
を
以
て
戯
と
魚
し
て
浪
り
に
建
費
を
聞
く
可
け
ん
や
。

要
す
る
に
、
程
合
章
は
外
園
貿
易
を
断
絶
す
れ
ば
必
ず
外
閣
と
の
戦
争
を
招
来
す
る
と
批
剣
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
批
剣
が

あ
る
こ
と
を
包
世
臣
も
重
々
承
知
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
云
う
。

読
者
或
い
は
以
矯
く
、
岡
市
己
に
久
し
く
し
て
膿
か
に
之
を
絶
て
ば
、
恐
ら
く
は
他
患
を
生
ぜ
ん
と
。
従
来
外
患
は
必
ず
内
好
に
由
る
。

逼
商
の
各
圏
、
英
夷
を
以
て
強
と
震
す
。
然
れ
ど
も
其
の
地
、
其
の
民
、
中
華
の
百
の
一
に
嘗
た
る
に
足
ら
ず
。
此
れ
よ
り
前
、
屡
次
騎

楚
す
る
は
、
皆
な
洋
商
之
を
厳
し
、

而
し
て
謹
鎮
の
文
武
之
に
和
せ
ば
な
り
。
夫
れ
海
防
は
大
政
な
る
も
、
亦
た
常
政
な
り
。
岡
市
の

後
、
司
防
の
者
、
上
下
据
り
て
利
薮
と
魚
し
、
本
職
を
慶
弛
す
。
市
し
て
反
っ
て
夷
威
を
張
り
以
て
中
外
を
伺
喝
す
。
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イ
ギ
リ
ス
を
最
強
と
す
る
「
外
患
」
は
恐
れ
る
に
足
ら
ず
、
む
し
ろ
外
園
人
を
使
臨
す
る
「
内
好
」

H
「
洋
商
」
、
及
び
そ
れ
に

附
和
雷
同
す
る
贋
東
の
文
武
官
僚
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
包
世
臣
は
反
批
剣
し
た
。
さ
ら
に
、
外
園
貿
易
を
断
絶
す
れ
ば
戦
争
を
誘
裂
す
る
危

険
が
あ
る
と
警
告
す
る
が
如
き
は

「夷
威
を
張
り
以
て
中
外
を
伺
喝
す
」
る
も
の
と
決
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

と
こ
ろ
で
、
程
含
章
が
包
世
臣
の
批
剣
す
る
「
読
者
」
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
南
者
の
ア
ヘ
ン
論
は
皐
に
時

15 

期
を
同
じ
く
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、

互
い
に
議
論
を
銅
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、

包
世
臣
は
程
含
章
流
の
批
判
を
論
駁
し
た
上



76 

で
、
さ
ら
に
自
読
を
補
強
し
て
、

現
今
、
東
西
雨
洋
、
皆
な
中
華
と
岡
市
す
。
西
洋
は
来
市
し
、
東
洋
は
往
市
す
。
西
洋
夷
民
の
必
ず
須
む
る
所
者
、
内
地
の
茶
葉
、
大
賞

な
れ
ば
、
則
ち
賓
蘇
局
が
洋
銅
を
採
買
す
る
の
例
に
照
ら
し
、
商
人
禁
ぜ
ざ
る
貨
物
を
捕
え
て
彼
れ
に
赴
い
て
岡
市
す
る
を
准
せ
ば
、
彼

の
貨
も
何
お
通
行
す
可
し
。
西
夷
更
に
何
の
詞
か
之
れ
有
ら
ん
。
且
つ
開
撤
さ
れ
れ
ば
則
ち
洋
商
罷
め
、
夷
目
は
漢
好
の
謀
主
と
魚
す
こ

と
無
け
れ
ば
、
自
ら
必
ず
馴
貼
せ
ん
。

西
洋
人
が
中
園
の
茶
と
大
賞
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
長
崎
貿
易
の
よ
う
に
中
園
側
か
ら
出
向
い
て
交
易
す
れ
ば
よ
く
、
し
か
も
洋

商
が
底
止
さ
れ
れ
ば
、
「
夷
目
」
(
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
首
席
管
貨
人
を
指
す
か
)
も
頼
み
と
す
る
主
謀
者
を
失
っ
て
自
然
と
従
順
に
な
る
だ
ろ
う
と
述

と
云
い
、

べ
て
い
る
。
包
世
臣
の
立
論
が
公
行
商
人
に
劃
す
る
徹
底
し
た
不
信
感
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
政
策
論
に
お
け
る
包
世
臣
と
程
合
章
と
の
針
立
は
何
慮
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

包
世
臣
の

「庚
辰
樵
著
二
」
は
、
煙

草
や
酒
の
生
産
が
「
本
富
」

(
H穀
物
〉
を
減
ら
し
、
ア
ヘ
ン
が
「
末
富
」

(
H銀
)
を
減
ら
し
た
結
果
、
民
衆
が
困
窮
し
て
災
害
を
乗
り
切
れ
な

い
と
い
う
現
肢
に
劃
す
る
危
機
感
に
根
ざ
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
就
中
、
ア
ヘ
ン
に
よ
る
銀
流
出
に
つ
い
て
は
、
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是
の
故
に
銀
少
な
け
れ
ば
則
ち
債
高
し
。
銀
債
高
け
れ
ば
則
ち
物
値
目
却
が
る
。
叉
た
民
戸
賦
を
完
う
す
る
に
、
亦
た
銭
を
以
て
折
す。

銀

債
高
け
れ
ば
則
ち
折
銭
多
く
、
小
民
重
ね
て
困
し
む
。

と
あ
り
、
銀
貴
銭
賎
が
物
債
騰
貴
と
事
質
上
の
増
税
と
な
っ
て
民
衆
生
活
を
二
重
に
苦
し
め
て
い
る
黙
を
か
れ
は
特
に
問
題
と
し
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
現
朕
認
識
に
基
づ
け
ば
こ
そ
、
そ
の
原
因
た
る
ア
ヘ
ン
貿
易
は
か
れ
に
と
っ

て
巌
禁
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し

か
る
に
、
現
行
禁
令
に
は
少
し
も
期
待
で
き
ず
、

と
り
わ
け
贋
東
官
僚
の
腐
敗
と
公
行
商
人
の
「
漢
好
」
的
策
謀
が

「
外
禁
」
政
策
を
骨
抜
き

に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
か
れ
は
考
え
、
結
論
と
し
て
外
園
貿
易
そ
の
も
の
を
断
絶
す
る
と
い
う
抜
本
塞
源
策
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
包
世
臣
の
立
場
を
如
何
に
許
債
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
答
え
る
に
は
か
れ
の
思
想
全
般
へ
の
理
解
が
不
可
絞
の
前
提
と
な



る
た
め
、
小
稿
の
よ
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
方
で
民
衆
の
困
窮
化
に
封
す
る
危
機
感
、
他
方
で
官
僚
と
公
行
商
人
に
封
す

る
不
信
感
を
懐
い
た
経
世
致
用
率
者
の
ア
ヘ
ン
問
題
へ
の
必
然
的
解
答
、
そ
れ
が
包
世
臣
の
抜
本
塞
源
的
巌
禁
論
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る

に
止
め
た
い
。

他
方
、
程
含
章
は
明
ら
か
に
贋
東
官
僚
と
公
行
商
人
の
立
場
を
代
掛
帰
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
か
れ
は
根
っ
か
ら
の
贋
東
官
僚
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘉
慶
六
年
の
署
理
封
川
蘇
知
鯨
を
皮
切
り
に
、
贋
東
省
内
の
ポ
ス
ト
を
歴
任
し
た
後
、
包
世
臣
が
「
庚
辰
樵
著
一
一
」
を
著

-
M
咽

し
た
嘉
慶
二
十
五
年
の
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
慶
州
府
知
府
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
山
東
省
へ
轄
任
し
た
が
、

道
光
二
年
六
月
に
は
再
び
慶
東
巡

腕

撫
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
同
年
十
二
月
に
山
東
巡
撫
へ
調
任
)
。

時
岬

慶
州
府
知
府
在
職
中
に
か
れ
は
羊
城
書
院
を
創
立
し
、
ま
た
号
秀
、
越
筆
、
龍
漢
の
各
書
院
の
重
修
を
指
導
し
た
。
慶
州
の
書
院
が
公
行
商

噛
岬

人
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
が

『
(
光
緒
)
慶
州
府
志
』
巻
一

O
八
「
宮
績
録
五
」
に

名
を
列
ね
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
「
善
政
奉
げ
る
に
勝
う
可
か
ら
ず
」
と
功
績
を
稽
え
ら
れ
、
そ
の
死
後
、
慶
州
府
撃
に
附
設
さ
れ
る
名
官
記

hu 

に
記
ら
れ
た
こ
と
は
、
首
地
に
劃
す
る
か
れ
の
貢
献
が
い
か
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
れ
が
贋
東
官
僚
と
公
行
商
人
の
利
盆
を
代
詩
し
て
い
た
こ
と
は
「
論
洋
害
」
の
随
慮
に
顕
わ
れ
て
い
る
。
ま
.
す
、
そ
の
冒
頭
で
、

天
下
の
大
利
は
洋
に
在
り
、
市
る
に
大
害
も
亦
た
洋
に
在
り
。

と
述
べ
、
外
園
貿
易
に
「
天
下
の
大
利
」
も
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
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或
る
ひ
と
回
く
、
海
口
を
巌
に
し
閥
津
を
謹
み
、
但
だ
海
闘
を
し
て
其
の
税
を
牧
め
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
便
ち
其
れ
を
禁
じ
て
来
ら
ざ
ら
し

む
可
し
と
。
沿
海
数
千
寓
里
、
虚
慮
皆
な
登
岸
す
可
く
、
十
寓
兵
有
り
と
難
も
、
守
る
能
わ
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

利
の
在
る
所
、
座

あ
ら
ず
し
て
走
り
、
羽
あ
ら
ず
し
て
飛
ぶ
。
宣
に
必
ず
定
め
て
開
津
に
由
ら
ん
。
海
開
向
に
鴻
片
の
税
無
く
、
皆
な
停
聞
の
靴
に
係
る
。
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山
云
い
、
沿
海
地
方
に
お
け
る
「
外
禁
」
政
策
責
施
の
難
し
さ
を
指
摘
し
、
海
闘
が
ア
ヘ
ン
か
ら
私
税
を
徴
牧
し
て
い
る
と
い
う
御
史
層
の
告

設
に
劃
し
て
も
停
聞
に
基
づ
く
誤
り
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
つ
い
で
採
る
べ
き
ア
へ
ン
政
策
を
論
じ
て
、
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止
だ
最
し
く
各
画
に
訴
し
、
属
片
を
爽
帯
す
る
を
許
さ
ざ
る
可
し
。
某
船
犯
す
者
有
れ
ば
、
即
ち
に
其
の
槍
を
封

じ
、
貿
易
を
許
さ
ず
。
而
し
て
沿
海
の
口
岸
、
及
び
城
市
鎮
集
に
於
て
、
巌
密
に
察
訪
し
、
屯
賀
大
販
有
れ
ば
、
即
ち
法
に
置
き
、
其
の

財
産
を
注
し
て
官
に
入
れ
、
妻
怒
寸
も
謹
に
配
す
。
其
の
闘
津
ロ
岸
の
査
禁
は
、
自
ら
言
う
を
待
た
ず
。
叉
た
贋
く
数
戒
を
矯
し
、
民
を
し

て
心
を
同
ら
し
て
道
に
向
わ
し
む
れ
ば
、
或
い
は
其
れ
梢
や
止
ま
ん
か
。

今
の
計
を
信
用
す
に
、

と
あ
り
、
要
す
る
に
現
行
の
ア
ヘ
ン
政
策
の
纏
績
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
論
洋
害
」
の
最
後
は
、

事
に
明
ら
か
に
其
の
害
を
知
る
も
即
ち
に
去
る
こ
と
能
わ
ず
、

り
。
此
の
類
い
は
是
れ
な
り
。

必
ず
姑
く
之
を
異
日
に
侯
ち
、

以
て
其
の
幾
の
乗
ず
可
き
を
待
つ

者
有

と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
ア
ヘ
ン
問
題
の
解
決
は
賂
来
の
好
機
到
来
を
待
っ
て
行
な
う
べ
し
と
い
う
か
れ
の
意
見
は
、
前
章
で
み
た
「
外
禁
」

政
策
の
構
造
的
特
色
を
考
慮
す
れ
ば
、
康
東
官
僚
と
公
行
商
人
の
墜
方
に
劃
す
る
援
護
射
撃
と
い
え
る
。
就
中
、
そ
れ
は
零
丁
洋
時
期
の
到
来

に
よ
っ
て
責
任
の
比
重
が
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
贋
東
官
僚
の
意
向
を
見
事
に
代
縛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
果
た
せ
る
か
な
、
道
光
二
年
に
商
贋

帥

総
督
庇
元
は
ア
ヘ
ン
貿
易
に
つ
い
て
「
暫
く
鶴
康
を
事
と
し
、

徐
に
禁
絶
を
園
ら
ん
こ
と
を
奏
請
」
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
程
含
章
は
こ
の
年

の
六
月
か
ら
十
三
月
の
開
、
既
元
の
下
で
康
東
巡
撫
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
外
禁
」
政
策
か
ら
生
じ
る
責
任
問
題
を
め
ぐ
っ
て
贋
東
官
僚
と
公
行
商
人
は
あ
る
意
味
で
劃
立
関
係
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
外
園
貿
易
の
存
績
と
い
う
黙
に
お
い
て
は
南
者
の
利
害
は
完
全
に
一

致
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
包
世
臣
か
ら
外
園
貿
易
断
絶
論

を
突
き
つ
け
ら
れ
た
と
き
、
両
者
は
小
異
を
捨
て
て
大
同
に
つ
き
、
こ
れ
に
反
論
し
た
。
そ
れ
が
程
合
章
の

「
論
洋
害
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
形
成
さ
れ
始
め
た
ア
へ
ン
問
題
を
め
ぐ
る
康
東
官
僚
と
公
行
商
人
の
結
託
闘
係
は
、
い
ず
れ
近
い
将
来
「
弛
禁
」
論
を
提
議
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。



結

政
策
で
封
臆
し
た
。

嘉
慶
後
期
・
遁
光
前
期
に
お
い
て
清
朝
は
ア
ヘ
ン
問
題
を
風
俗
人
心
上
の
問
題
と
認
識
し
、
「
内
禁
」
を
併
用
し
つ
つ
基
本
的
に
は
「
外
禁
」

「
外
禁
」
政
策
と
は
本
来
ア
ヘ
ン
貿
易
の
禁
絶
を
企
園
す
る
政
策
だ
が
、
責
際
に
は
雨
贋
穂
督
を
頂
貼
と
す
る
贋
東
官
僚

の
自
己
保
身
策
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

「外
禁
」
政
策
に
伴
な
う
責
任
は
保
商
制
度
に
よ
っ
て
最
終
的
に
公
行
商
人
が
負
わ
さ
れ

:、こ。

吋

t

E
V
ふ
れ

「
外
禁
」
政
策
は
這
光
初
期
の
葉
恒
樹
事
件
を
契
機
に
ひ
と
つ
の
頂
貼
に
達
し
、
公
行
商
人
に
劃
す
る
責
笹
追
求
も
極
め
て
強
化
さ
れ
た
。

し
か
し
、
皮
肉
に
も
事
件
の
結
果
零
丁
洋
時
期
が
到
来
す
る
と
、

「
外
禁
」
政
策
に
伴
な
う
責
任
の
比
重
は
康
東
官
僚
へ
傾
き
始
め
た
。
丁
度

そ
れ
に
割
腹
す
る
か
の
よ
う
に
、
雨
康
総
督
庇
元
は
ア
へ
ン
貿
易
の
漸
進
的
禁
絶
を
奏
請
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
外
禁
」
政
策
の
現
賓
に
失
望
し
、
ま
た
ア
ヘ
ン
問
題
を
経
済
問
題
と
し
て
認
識
し
た
包
世
臣
は
、
抜
本
塞
源
策
と
し
て
外
園

- 79ー

貿
易
そ
の
も
の
の
断
絶
を
提
議
し
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
程
合
章
は
反
論
し
、
外
園
貿
易
の
存
績
を
共
通
の
利
益
と
す
る
康
東
官
僚
と
公
行
商
人

の
立
場
を
代
癖
し
た
。
雨
者
の
論
争
は
い
わ
ば
「
第
一
次
ア
へ
ン
論
議
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う。

た
だ
し
、
そ
れ
は
の
ち
の
「
巌
禁
」
封

「
弛
禁
」

で
は
な
く
、
外
園
貿
易
の
断
絶
か
存
績
か
を
争
貼
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
ま
た
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
の
で
、
筆
者
の
所
謂
る
「
第
一
次
ア
ヘ
ン
論

議
」
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
に
止
め
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註キ
小
稿
で
し
ば
し
ば
引
用
す
る
史
料
、
研
究
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
略

記
す
る
。

仁
宗
貧
銭
H
大
清
仁
宗
容
皇
帝
貫
録
。

b
i
宗
貫
録
H
大
清
宣
宗
成
皇
帝
貫
録
。

嘉
慶
史
料
リ
清
代
外
交
史
料

・
嘉
慶
朝
。

道
光
史
料
H
清
代
外
交
史
料
・
道
光
朝
。
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玄

O『目。〉

uz・
回
-YAO『日0・叫
JELSS
3
E
S
Q
N
F
NE
S
M
Aでと

円
り
と
ミ
詰

尚
道
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3
・
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F
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ω
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0
・

玄
O

『話

回
H
E
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回
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玄

2
2・叫

d

宮

内
マ
。ョ
ミ
2
ミ
.hF内
同

E
h
h芯
ら
ぬ

。
。
ョ
』9hH3u、
HE
R州立
h
H。
(UF
SQ
』a
ui
~a
h
-
o
vnF
L
-
S
N白
・

川
W

「清
代
威
盟
期
の
ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
l
特
に
成
型
八
(
一
八
五
八
)

年
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
貿
易
の
合
法
化
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
史
林
』
第
六
O

各
第
三
放
、

一
九
七
七
年
。

「清
代
嘉
慶
期
の
ア
ヘ
ソ
問
題
に
つ
い
て
|

嘉
慶
期
前
半
の
ア
ヘ
ン
禁
令
を
中
心
と
し
て
|」

『
鳥
根
大
皐
法
文
皐
部

紀
要
文
皐
科
編
』
第
四
鋭
|
て

一
九
八

一
年
。
以
下
、
小
稿
で
引
用

す
る
拙
稿
と
は
後
者
を
指
す
。

ω
拙
稿
参
照
。

ω
子
恩
徳

『中
園
禁
煙
法
令
湊
逐
史
』

一
九
三
四
年
、
頁
二
五
|
二
七
。

ω
「
内
禁
」

「
外
禁
」
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
、
頁
六

一
を
参
照
。

同
仁
宗
寅
録
、

嘉
皮
十
九
年
五
月
甲
午
の
僚
。
及
び
嘉
慶
史
料
、
第
四

RH
o
 

nη 
例
仁
宗
貫
録
、
嘉
慶
十
五
年
三
月
丙
辰
の
候
。
問
、
嘉
慶
十
六
年
三
月
己

酉
朔
の
候
。

例

一
八
一
四
年
、
米
英
郎
争
の
影
響
で
珠
江
口
外
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
船

が
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
に
よ
っ
て
懇
摘
さ
れ
た
り
、
追
跡
さ
れ
た
り
す
る
事
件

が
お
き
た
。
ま
た
同
年
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
管
貨
人
委
員
曾
の
逼
誇
を
し

て
い
た
中
園
人
李
耀
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、

こ
の
事
件
を
庭
理
す
る
過
程

で
、
清
朝
は
イ
ギ
リ
ス
人
通
謬
G
・
T
・
ス
ト
ー

ン
ト
ン
を
危
険
人
物
視

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て

一
八

一
六
年
、

ア
マ

l
ス
ト
訪
中
使
節
園

が
叩
頭
問
題
で
清
朝
と
衝
突
し、

中
英
関
係
は
一
一
機
に
険
悪
化
し
た
。

玄
2
8
〉・

3
・
a
l
g
-
室。『
目。
∞
二

o-
-
E
-
3・
NHH1NNω
・
嘉
慶

史
料
、
第
四
冊
。

刷

玄

2
8
∞-g--E・
3
・
Mg
lN
3・

制
勝
目
弘
子
「
清
代
海
窓
の
飢
」

『
史
論
』

第

一
九
集
、
一
九
六
八
年
、

頁
四
三

l
四
五
。

同
仁
宗
貫
録
、
嘉
慶
二
十
五
年
二
月
笑
丑
の
僚
。
な
お
、
こ
の
上
識
は
御

史
林
則
徐
の
張
保
遡
劾
上
奏
に
到
す
る
も
の
で
あ
る
。
林
崇
橋
『
林
則
徐

閣時
』

(
普
及
本
〉
、
一

九
七
六
年
、
頁
五
二
|
五
三
。
楊
園
禎
『
林
則
徐

侮
』、

一
九
八

一
年
、
貰
三
五
。

ω
仁
宗
貸
録
、
嘉
慶
二
十
五
年
二
月
笑
丑
の
篠
o

u

p
A
22
F
S
-・
5
・
3
・
M
g-
N
8・

同
李
揚
華
『
公
絵
手
存
』

「海
防
」
(
巻

一
)
中
園
史
皐
曾
主
編
、
中
園
近

代
史
料
叢
刊
、
第
一
種
『
問
調
片
戦
争
』
第

一
冊
、

一
九
五
四
年
、
所
牧
o

uw
同
右
。

ζ
0
2
0
∞
・
〈
o-
・

5
・
3
・
Nω
∞
N
S
-

同
同
に
同
じ
。
な
お
、
名
前
の
「
梅
官
」
及
び
上
識
で
革
職
が
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら、

か
れ
が
掲
納
で
虚
衡
を
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

帥

云
号
お

戸

g
-
-
E・
E
-
N
8
I
N
S-

M
W

嘉
麗
史
料
、
第
四
冊
、
嘉
慶
二
十
年
二
月
二
十
一
日
。
な
お
、
蒋
依
話

の
上
奏
で
は
「
査
禁
固
柿
片
畑
篠
規
」
と
あ
る
が
、
上
議
中
の
「
査
禁
鴻
片

煙
章
程
」

を
小
稿
で
は
と
っ
た
。

同
嘉
慶
史
料
、
第
四
冊
。
仁
宗
質
録
、
同
日
の
僚
。

帥

子
前
掲
書
、
頁
二
八。

郭
廷
以
『
近
代
中
園
史
』
第
二
冊
、

年
、
頁
四
O
|
四
三
。

帥
矢
津
利
彦

「
嘉
慶
十
六
年
の
天
主
数
禁
墜
」

第
三
続
、

一
九
四
O
年
。

~ 80ー

一
九
四

『
東
洋
風
平
報
』
第
二
七
巻
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帥
嘉
慶
史
料
、
第
四
冊
、
巡
視
中
城
御
史
嵩
安
等
の
上
奏
、

嘉
慶
十
八
年

十
一
月
初
十
日
。

伺
仁
宗
寅
録
、

嘉
慶
十
九
年
二
月
乙
巴
の
係
。

帥
同
右
。

同
仁
宗
貫
録
、

嘉
慶
十
九
年
三
一
月
笑
丑
の
像
。

帥

川切
に
同
じ
。

伺
嘉
慶
史
料
、

第
四
冊
、

嘉
慶
二
十
年
三
月
二
十
三
日
の
上
議。

帥
嘉
塁
間
期
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
。
嘉
慶
後
期
に
つ
い
て
は
仁
宗
寅

録
の
以
下
の
上
一議
参
照
。
嘉
慶
十
五
年
三
月
丙
辰
の
僚
、
同
十
六
年
三
月

己
商
朔
の
僚
、
同
十
八
年
六
月
己
酉
の
係
、
同
十
九
年
五
月
甲
午
の
係
、

同
十
九
年
十
二
月
甲
戊
の
係
。
道
光
前
期
に
つ
い
て
は
、
道
光
史
料、

第

一
冊
所
枚
の
以
下
の
上
稔
参
照
。
選
光
元
年
十
一
月
十
九
日
、
同
二
年
二

月
十
五
日
。

伺
仁
宗
貫
録
、
嘉
慶
二
十
四
年
十
一
月
戊
寅
の
候
。

倒
仁
宗
貫
録
、

嘉
慶
十
八
年
十
一
月
庚
寅
の
篠。

帥
仁
宗
寅
録
、

嘉
慶
十
七
年
六
月
了
巳
の
係
、
同
二
十
二
年
六
月
己
丑
の

僚
、
同
二
十
三
年
六
月
壬
午
の
僚
、
同
二
十
四
年
三
月
丙
申
の
係
。

帥
仁
宗
貫
録
、

嘉
慶
十
六
年
三
月
己
酉
朔
の
候
。

伺
嘉
慶
史
料
、
第
四
冊
、

嘉
慶
二
十
年
二
月
二
十
一
日
。

帥
同
右
。

帥
帥
に
同
じ
。

帥
同
右
。

同

7
向
。
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帥

一
八

一
七
年
、
ア
メ
リ
カ
船
ウ
ォ
l
パ
ッ
シ

ュ
就
が
蜜
民
李
奉
庚
ら
に

襲
わ
れ
た
。
そ
の
後
か
れ
ら
は
寧
獲
さ
れ
た
が
、
ウ
ォ
ー
メ
ッ
シ
ュ
競
に

ア
ヘ

ン
が
積
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
剣
明
し
、
解
償
問
題
が
こ
じ
れ
た。

玄
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第
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冊
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紹
渓

『十

九
世
紀
美
園
針
華
鴻
片
侵
略
』

一
九
五
二
年
、
頁
十
九
。

帥

。
4
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-
R
H・・

3
・
2
l
a
-

同

L3.、・・

3
・豆
l
a
-

同

仁

宗
貫
録
、
嘉
慶
二
十
三
年
二
月
己
卯
の
僚
、
同
二
十
四
年
間
四
月
笑

巳
の
係
、
同
二
十
四
年
間
四
月
乙
未
の
燦
。

同

郭

前
掲
室
田、
頁
五
一
。

例

道
光
史
料
、
第
一
冊
、
道
光
二
年
三
月
二
十
八
日
。

帥
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8
戸

5
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a
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・
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帥

ω
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d司
・
者
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目
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同
J
E
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誌
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P
H∞∞
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桝

7
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-
-
H
F
司
区
・
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一
九
五
四
年
、
頁
一
一

oー
一
=
二
。
百
瀬
弘
「
清
代
に
於
け
る
西
班
牙

弗
の
流
通
」
『
明
清
社
曾
経
済
史
研
究
』
一

九
八

O
年
(
原
載
『
社
曾
経

済
史
皐
』
第
六
巻
第
二
競
〉
、
頁
九
O
ー
一

O
八。

制
百
瀬
前
掲
論
文
、
頁
一
一
六
。

倒

。

r
S
F

。、・
5-L-NH
・

伺

O
唱
。

P
も
・
円
H
.
H

・-同
y
m
N
・

紬
明
道
光
史
料
、
第
三
冊
、
道
光
九
年
正
月
二
十
四
日
。

州
側
か
れ
の
市
博
記
は
、
清
史
稿
・
列
停
各
二
ハ
八
、
清
史
列
停

巻
三
五
、

園
朝
香
献
類
徽
初
編
各
一
九
六
に
あ
る
。
な
お
、
か
れ
は
嘗
時
羅
姓
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
道
光
二
年
に
先
姓
の
程
に
改
姓
し
た
。
小
稿
で
は
程
合

章
と
記
し
た
。

州
制
皇
朝
経
世
文
編
巻
二
六
、
戸
政
て

理
財
上
。
な
お
、
以
下
の
程
合

章
の
議
論
は
こ
れ
に
嬢
る
。

制
矢
野
仁
一
「
支
那
の
薦
片
問
題
」
『
近
代
支
那
の
政
治
及
文
化
』
一

九

二
六
年
、

頁
四
一
九
。

ω
「
論
洋
害
」
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
皇
朝
経
世
文
編
は
清
初
よ
り
道
光
三

年
ま
で
の
経
世
文
を
集
録
し
て
い
た
。
百
瀬
弘
「
清
末
の
経
世
文
編
に
就

い
て
」
前
掲
苛一同
所
枚
(
原
載
『
池
内
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
一
九

四
O
年
〉
、
頁
一
九
五
。

制
程
合
章
の
『
嶺
南
綴
集
』
に
か
れ
が
庚
東
巡
撫
在
職
中
の
「
観
風
策

8:3 

問
」

が
枚
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
「
西
洋
諸
番
、
震
噂
東
之
大
利、

寅
天
下
之
大
害
。
暗
買
紋
銀
、
爽
常
務
片
、
流
毒
中
園
、
破
耗
財
源
、

且

時
有
築
驚
之
事
」
と
あ
り
、
「
論
洋
害
」

と
同
じ
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い

る。

仙
抑
制
に
同
じ
。

納

同
右
。

川
明
(
光
絡
〉
庚
州
府
志
品
位
六
六
、
建
置
嬰
三
。

制

田

中

正
美

「
ア
ヘ
ン
戟
争
時
期
に
お
け
る
抵
抗
波
の
成
立
過
程
|
ア
へ

ン
針
策
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
の
研
究
』

一
九
六
七
年
、
園

間
妙
子

「
朱
陣

・
許
球
の
禁
煙
奏
議
」
『
東
洋
皐
報
』

第
四
四
巻
第
一

瞬、

一
九
六
一
年
。

帥
帥
仰
に
同
じ
。

帥

前

出

の
賀
大
名
、
黄
中
模
、

及
び
予
侃
奈

(
宣
宗
貧
録
、
道
光
二
年
十

二
月
戊
申
の
篠
〉
。

帥

李

圭

『
鴻
片
事
略
』
巻
上
。
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な
お
、
小
稿
は
昭
和
五
五
年
度
文
部
省
科
目
学
研
究
補
助
金
に
よ
る
一
般
研

究
倒
「
清
代
嘉
慶
・
道
光
朝
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
問
題
の
研
究
」
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。



事類･especially the section on “ jijｕ ｄａｉｑｕｅ"｡

　　

As many ｏ伍cials had bought fields to increase production during the

periods of their temporary lodging, the purchase of ｍｏｇｕａｎtｉａｎ　"i§_官田

was also authorized｡

　　

However, although the terms tu丿ｕｇｎａｎ土居官ａｎｄ　tｕjｕｓｈｉｄａｉｆｕ土

居士大夫do appear in historical records, they occur quite infrequently when

compared with the occurrence of the term μＪＭｇｕａｎ.　This demonstrates

the prevalence of the practice of “ temporary lodgingグ　What was seen

to be a disadvantage for the provincial governmental administration was

not　tｕ]ｕｇｕａｎ、butratheΥμjｕ　ｅｕａｎ.

THE OPIUM PROBLEM DURING THE JIAQING嘉慶

　　　　　　

AND DAOGUANG it光PERIODS

　　　　　　　　　　　

INOUE Hiromasa

　　

There were two diffe「ent aspects to the anti-opium policy of the

Qing清government, the neijin内禁and ｔむａｉｎｎ外禁provisions.　During

the last half of the Ｊｉａｑｉｎｇperiod through the early £）ａｏｇｉもａｎｇperiod,

the Qing government regarded opium addiction to be ａ social problem of

habit and morality. Hence, it adopted the Ｗａリ'in policy as its primary

weapon against the drug.

　　

Needless to say, the ■ｕｕａｉｎｎpolicy was intended to prohibit the opium

trade. However, in practice, it was used as ａ means of self-defense by

officials in Guangdong廣東. Under the ｂａｏｓｈａｎｅ保商system, moreover,

the Ｃｏｈｏｎｅ公行merchants ultimately were forced to take responsibility

for its enforcement.

　　

Reinforced by the establishment of ｃｈａ]in ｙがａｎｙａｎ　ｚｈａｎｇｃｆｉｅｎｇ査

禁鴉片煙章程in 1815, the ＵＪａリｔ？ｌpolicy gained its greatest ｅ琵ect when

the Ye Hengshu 葉恒港ｉｎｃｉｄｅｎtoccurred in 1821. Opium smuggling ships

were then driven out of the inner sea and forced to anchor off the Ling-

dingy ang零丁洋.χVith the commencement of this new “ age of Ling-

dingyang”, the share of Guangdong ｏ伍cialｓ in the enforcement of the

policy increased.

　　

In 1820, Bao Shichen包世臣, who was disappointed with the outcome
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of the ｔａａｉｊｉｎpolicy, advocated the prohibition of foreign trade all together.

Economically considered, the opium trade, he reasoned, was the cause of

the drain of silver from the country.　Cheng Hanzhang程含章objected

to Bao's proposal. He spoke on behalf of the Guangdong ｏ伍cials and the

Ｃｏｈｏｎｇmerchants, both of whom benefitted from continuing foreign trade｡

　　

The first opium. debate was actually provoked by Bao and Cheng,

prior to the better known opium debate of the 1830s.

ＡPRELIMINARY STUDY OF THE GOVERNMENTAL

　

ADMINISTRATION OF TRAN 陳PERIOD VIETNAM

　　　　　　　　　　　　

MOMOKI Shiro

　　

Vietnamese Tran dynasty (1225-:1400) is known for its having repulsed

Mongol invaders, but there has-been no true study of the nature and

structure of its governmental organization.

　　

General scholarly opinion has adopted the interpretation that the Ｌｙ李

dynasty (1010-1225), the earliest enduring imperial dynasty of Vietnamese

history, had established a “ Chinese-model state ”-ａ“ centralized feudal

state”, in other words ； and that the Tran dynasty further developed this

style of government.

　　

However, according to the Sakurai Yumio's recent research, the Ly

dynasty was　only the head of ａ federation of semi-independent local

powers.

　

Assuming this, what was the nature of the Tran dynasty ？

　　

In this essay, I will first make ａ preliminary investigation of the

following two problems from the perspective of institutional history :

regional control and the organization 0f persons holding　governmental

authority.

　　

My conclusions concerning the fundamental structure of the Tran

dynasty are that control of the important area surrounding the Hong Ha

（ＲｅｄRiver) delta ■was ａ major aim of the imperial family ； and that it

concentrated all authority into the imperial family.　Such ａ system where

the imperial family monopolizes control can not be called ａ“ Chinese-

model state.”

　　

Thirdly, however, concomitantly, the imperial family, which had sunk

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－


